
 

米子市企業人材スキルアップ支援補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、中小企業者等における人材のスキルアップを促進し、事業

の成長に資するため、雇用する従業員に職業能力の開発及び向上に必要な講

座を受講させる中小企業者等に対し、予算の範囲内において、米子市企業人

材スキルアップ支援補助金（第３条第２項第５号を除き、以下「補助金」と

いう。）を交付するものとし、その交付に関し、米子市補助金等交付規則

（平成１７年米子市規則第４６号。以下「規則」という。）に定めるものの

ほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

⑴ 中小企業者等 中小企業者及び小規模企業者をいう。 

⑵ 中小企業者  中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１

項に規定する中小企業者をいう。 

⑶ 小規模企業者  中小企業基本法第２条第５項に規定する小規模企業者を

いう。 

 （補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たす中小企

業者等とする。 

⑴ 市内に主たる事務所又は事業所（次号において「事務所等」という。）

を有すること。 

⑵ 次条第１項に規定する補助対象事業（次項第５号において「補助対象事

業」という。）の終了後も、引き続き１年以上、市内に事務所等を有し、

事業を継続する予定であること。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交

付の対象としない。 

⑴ 次のアからウまでのいずれかに該当する者 

ア 発行済株式の総数又は出資金額の総額の２分の１以上を同一の大企業

（中小企業者以外の事業者をいう。以下この号において同じ。）により所

有され、又は出資されている中小企業者 

イ 発行済株式の総数又は出資金額の総額の３分の２以上を大企業により所

有され、又は出資されている中小企業者 

ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占



 

めている中小企業者 

⑵ 規則第７条の２各号のいずれかに該当する者 

⑶ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第

１２２号）第２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係

る同条第１３項に規定する接客業務受託営業を営む者 

⑷ 米子市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限措置に関する要

綱（平成１８年４月１日施行）第２条に規定する市税等を滞納している者 

⑸ 当該補助対象事業について、国、地方公共団体その他の団体から補助金

（米子市企業人材スキルアップ支援補助金を除く。）、助成金その他の金

銭（次条第１項第２号において「補助金等」という。）の交付を受けてい

る者 

⑹ 前各号に掲げる者のほか、補助金の交付を受ける者として適切でないと

市長が認める者 

 （補助対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、

中小企業者等が、その雇用する従業員（次に掲げる要件の全てに該当する者

に限る。）に対し、雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第６０条の２

第１項の厚生労働大臣が指定する教育訓練に係る講座その他これに類するも

のとして市長が認める講座（当該中小企業者等又は当該中小企業者等の役員

（監査役及びこれに準ずる者を除く。以下この条において同じ。）が他の法

人その他の団体の役員を兼ねている場合における当該他の法人その他の団体

が実施するものを除く。以下「教育訓練講座等」という。）を受講させる事

業とする。 

⑴ 当該教育訓練に係る講座の受講につき、雇用保険法第１０条第５項に規

定する教育訓練給付金の支給を受けていないこと。 

⑵ 当該教育訓練講座等の受講につき、米子市社会人スキルアップ・再就職

支援補助金その他の補助金等の交付を受けていないこと。 

２ 一の中小企業者等が、補助金の交付を受けて教育訓練講座等を受講させるこ

とができる従業員の数は、一の年度において５人を限度とする。 

 （補助対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、

補助対象事業の実施に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。 

⑴ 教育訓練講座等の入学料 

⑵ 教育訓練講座等の受講料 



 

⑶ 教育訓練講座等の受講に係る教材費 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、教育訓練講座等の受講に必要な経費として

市長が認めるもの 

 （補助金の額） 

第６条  補助金の額は、補助対象経費の額の合計額に２分の１を乗じて得た額

（その額に１,０００円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てて得た

額）又は５万円に補助金の交付を受けて教育訓練講座等を受講させる従業員

の数を乗じて得た額のいずれか低い額とする。 

 （交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者は、教育訓練講座等の受講を申し込む

前に、米子市企業人材スキルアップ支援補助金交付申請書（別記様式第１号）

を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

⑴ 従業員に対して受講させる教育訓練講座等の内容及び補助対象経費の額

を確認することができる書類 

⑵ 教育訓練講座等を受講させる従業員を雇用していることを確認すること

ができる書類 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

３ 補助金の交付の申請は、一の年度において、一の中小企業者等につき１回に

限り行うことができる。 

 （交付決定） 

第８条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容につい

て審査し、補助金を交付するか否かを決定するものとする。 

 （交付決定等の通知） 

第９条 市長は、前条の規定による審査の結果、補助金の交付の決定（以下「交

付決定」という。）をしたときは、当該補助金の交付の申請をした者に対し、

米子市企業人材スキルアップ支援補助金交付決定通知書（別記様式第２号）

によりその旨を通知するものとする。 

２ 市長は、前条の規定による審査の結果、補助金を交付することが不適当と認

めたときは、当該補助金の交付の申請をした者に対し、書面によりその旨及

びその理由を通知するものとする。 

 （実績報告及び補助金の支払の請求） 

第１０条 補助金の交付決定を受けた者（以下「交付対象者」という。）は、当

該交付決定に係る教育訓練講座等の受講の申込みをし、当該教育訓練講座等



 

に係る補助対象経費を支払った後、米子企業人材スキルアップ支援補助金実

績報告書兼支払請求書（別記様式第３号）に当該補助対象経費に係る領収証

その他その支払を証明する書類又は当該支払を確認することができる書類を

添付して、これらを市長に提出しなければならない。 

 （補助金の額の確定等） 

第１１条 市長は、前条の規定による報告があったときは、速やかに、当該報告

の内容について審査し、適当と認めたときは、交付対象者に交付すべき補助

金の額を確定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による審査の結果、当該補助金の交付決定の額を変更す

る必要があると認めるときは、当該交付決定の額を変更して当該補助金の額

を確定するものとする。この場合において、市長は、交付対象者に対し、規

則第１９条第２項の補助金等確定通知書によりその旨を通知するものとする。 

３ 前項の場合においては、前条の規定による支払の請求は、その効力を失うも

のとする。 

４ 交付対象者は、第２項後段の規定による通知を受けたときは、同項前段の規

定により確定した額の補助金の支払について、規則第２０条第２項の補助金

等支払請求書により市長に請求するものとする。 

 （補助金の支払） 

第１２条 市長は、前条第１項の規定により補助金の額を確定したときは、当該

補助金の額を確定した日から３０日以内に、市長が定める方法により、当該

確定した額の補助金を交付対象者に支払うものとする。 

２ 市長は、前条第４項の規定により補助金の支払の請求があったときは、当該

請求があった日から３０日以内に、市長が定める方法により、当該請求に係

る額の補助金を交付対象者に支払うものとする。 

 （交付決定の取消し） 

第１３条 市長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、当該

交付対象者に係る補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

⑴ 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。 

⑵ 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他規則に基づく市長

の指示に違反したとき。 

⑶ 補助対象事業に関して、不正若しくは不適切な行為又は法令若しくは条

例に違反する行為をしたとき。 

 （補助金の返還） 

第１４条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、当該



 

取消しに係る部分について既に補助金が支払われているときは、当該交付対

象者に対し、当該補助金の返還を命ずるものとする。 

 （規定外事項） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別

に定める。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年１１月１日から施行する。 


